
第40回 真庭市地域公共交通会議次第

日時：令和 5年８月８日（火）～18日（金）
場所：書面開催による

１ 開 会

→書面開催により割愛

２ 審議事項

（１）鏡野町営バス「中谷富往復線」の運行廃止について・・・・・・・・・資料 1

（２）路線バス「勝山∼岡山線」の臨時・路線延長運行について・・・・・・資料 2

３ 閉 会

→書面開催により割愛



鏡野町営バス「中谷富往復線」の運行廃止に伴う合意について

令和５年６月 28 日付け、鏡野まち第 187 号「地域公共交通会議での合意について（依
頼）」において依頼のあった下記の事項について、真庭市地域公共交通会議の合意が必要なた
め、会議に諮るもの。

記

１ 協議の内容
鏡野町営バス「中谷富往復線」の運行廃止について

１）運行路線
中谷富往復線

２）改正内容（別紙）
運行路線の廃止

３）改正予定日
令和５年 1０月１日

２ 運送主体
（名 称）鏡野町
（代表者名）鏡野町長 山崎 親男

３ 路線又は運送の区域
プラント５～中谷～余野上～鏡野町富振興センター

４ 証明書の発行
真庭市地域公共交通会議で審議・合意のうえ、会議開催日で「道路運送法に基づく協議
が調っていることの証明書」を発行し、交付するもの。

※鏡野町営バス「中谷富往復線」は、鏡野町中谷地域と富地域を結ぶバス路線。真庭市余
野地域を通る路線であり、週 3日（月・水・金）、1 日 1往復運行している。主に買い物利
用の乗客が主であるが、利用者が低迷しており、真庭市内の利用者もいない。
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路線バス「勝山∼岡山線(ロマンチック)」の臨時・路線延長運行
に伴う合意について

令和５年８月 2日付け、『路線バス「勝山∼岡山線(ロマンチック)」の「蒜山まで臨時・路線
延長運行(期間限定)」について』において依頼のあった下記の事項について、真庭市地域公共
交通会議の合意が必要なため、会議に諮るもの。

記

１ 協議の内容
路線バス「勝山∼岡山線(ロマンチック)」の臨時・路線延長運行について

１）運行路線
勝山～蒜山線

２）改正内容（別紙）
路線バス「勝山∼岡山線」の臨時・路線延長運行

３）改正予定日
令和５年 1０月１日

２ 運送主体
（名 称）中鉄北部バス株式会社
（代表者名）代表取締役 藤田 祥江

３ 路線又は運送の区域
中国勝山駅～スポーツセンター前～蒜山休暇村

４ 証明書の発行
真庭市地域公共交通会議で審議・合意のうえ、会議開催日で「道路運送法に基づく協議
が調っていることの証明書」を発行し、交付するもの。

※路線バス「勝山∼岡山線」を蒜山まで延伸することにより、今後の観光需要の増大や生活利
用の拡大に効果が期待できる。また、蒜山への観光利用者にとって、まにわくへ乗り継ぐよりも
時間短縮となり、利便性が向上する。
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路線バス「勝山～岡山線」臨時・延長運行　延伸路線図

使用車両：

(案）

――　運行路線
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